
座間市居住支援勉強会への出席について

北海道建設部住宅局建築指導課
（北海道居住支援協議会）

資料３
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■日時
令和６年２月21日（水）10：00～12：00

■会場
座間市役所会議室

■参加者
・神奈川県居住支援協議会
県土整備局建築住宅部住宅企画課
かながわ住まいづくり協会事業部

・相模原市都市建設局まちづくり推進部住宅課
・株式会社裕山（居住支援法人）
・ SUUMO賃貸総合企画営業部
・座間市地域福祉課
・座間市都市整備課
・北海道建設部建築指導課

■概要
（１）北海道・神奈川県・座間市の居住支援協議会の活動報告
（２）協議会設立促進や住宅と福祉の連携に関する意見交換

勉強会概要
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■神奈川県

・神奈川県では「公益社団法人かながわ住まいづくり協会」に事務局機能を委託

※同協会は北海道でいうと一般財団法人北海道建築指導センターのうちのソフト部分を切り離したような組織

※同協会が、県内の居住支援に関する取組の扇動役を担っている。

・神奈川県内では、川崎市がいち早くH28に協議会を設立。市で家賃債務保証を行うなど「安心住まい」の取組

に早くから着手。

・神奈川県内では地域によって支援の対象（対応）が大きく異なる（高齢者が多い地域、生活保護等の対応が多

い地域、外国人対応が多い地域など）ため、県の協議会ではすべての問題へ対応することは難しく、的を絞っ

た対応が行いづらい状況だった。

→県として管内全域の対応は「キツい」と市町村に向かってハッキリと言い、各市町村で居住支援協議会を設

立して、それぞれの地域ごとの課題に取り組むよう要請した。

→グループワークを何度も行い、「こういう相談があった場合どう対応するか」と具体的な対応方法を検討し

てもらい、連携の必要性について認識してもらった。

・「かながわ住まいの情報紙」（別頁参照）を年１回発行。

・居住支援（法人）には“専門の人たちをつなぐテクニック”が必要！

→県で人材育成を実施（※別頁のとおり、居住支援コーディネーター認定制度を創設）

→認定講習を行う際、住宅と福祉の両者を積極的に参加させて、プログラムづくりから携わらせることでより

私事に感じてもらった（ルールを一緒につくる）。

意見交換での主な発言（神奈川県）
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■茅ヶ崎市

・市の協議会には他の協議会と異なり、不動産関係者は不動産団体としての参画ではなく、個別の不動産店ごと

に協議会に参画。

■相模原市

・住生活基本計画に居住支援協議会の設立を盛り込み、

協議会設立を進めた。

■裕山

・児童養護施設退所後のサポートから事業をスタート

・退所後のアフターケアをすることで、

少年犯罪の減少に繋がるのではと考えた。

・不動産リートやSPCを活用することで、対価を得て、しっかりとした活動の基盤をつくることができる。

■座間市

・生活困窮者支援においても法改正によって、「居住支援協議会との連携」が必須になり、住み替えに対する転

居費用支援も実施されることとなり、福祉からも居住支援との連携が求められる状況になっている。

・自立支援でも法改正で居住支援が謳われている。

・居住支援は制度とビジネスのつなぎが重要。

意見交換での主な発言（各市、居住支援法人）
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神奈川県における県と市町村の協議会の関係性
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居住支援コーディネーター育成（認定）研修
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居住支援コーディネーター育成（認定）研修
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かながわ住まいの情報紙


